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地域包括ケアシステム
と

世田谷版地域包括ケアシステム
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総 人 口 926,103 人

世 帯 数
（1世帯平均）

505,769世帯
（1.83人）

0～14歳
103,135 人
（11.1％）

15～64歳
632,492 人
 （68.3%）

65歳以上
190,476 人
（20.6％）

要支援・要介護（※）

認定者数 (65歳以上)
41,581 人

認知症症状の出現率（※）
（日常生活自立度Ⅱ以上） 26,084 人

平均寿命
令和2年
国勢調査

男性
83.2歳

（全国14位）
障害者

（難病含む）

令和6年４月

47,622人

女性
88.9歳

（全国  6位）

生活保護受給者(※）
（保護率）

10,261人
（11.1‰）

令和７年4月 （※）令和６年3月31日
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世田谷区の概要
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平成17年（2005）：介護保険法の改正時に提起

平成20年（2008）：「地域包括ケア研究会」（厚生労働省）による検討が

スタート

平成24年（2012）：介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部

を改正する法律施行

医療や介護が必要になっても、住み
慣れた地域でその人らしく暮らし
続けられるようにしていくこと

地域包括ケアシステムとは （介護保険法）
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地域包括ケアシステム（厚生労働省）
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＜支援を必要とする区民＞ 
高齢者、障害者、子ども、若者、 

子育て家庭、生活困窮者など 

世田谷版地域包括ケアシステム 
高齢者だけではなく、障害者や子育て家庭など誰もが住みなれ

た地域で安心して暮らし続けることができるよう、医療、介護・

福祉サービス、予防・健康づくり、住まい、生活支援が一体的

に提供される地域包括ケアシステムの構築を目指す。 
⚫ 福祉の相談窓口 

⚫ 参加と協働による地域づくり 

まちづくり

センター 

⚫ 居住支援協議会 

⚫ 障害者グループホーム等の整備 

⚫ 高齢者介護施設等整備 等 

身近な地区 
 

⚫ 世田谷版ネウボラ（妊娠期からの 

切れ目のない支援） 

⚫ 認知症予防 

⚫ 介護予防事業 

⚫ 区民の主体的な健康づくり活動 

⚫ 特定健診・特定保健指導 

⚫ 各種健（検）診 等 

予防・健康づくり 

住まい 

連携 

⚫ 介護保険サービス 

⚫ 高齢者福祉サービス 

⚫ 介護予防・日常生活支援総合事業 

（事業者によるもの） 

⚫ 障害者の相談支援事業の充実 

⚫ 障害福祉サービス 

⚫ 保育の充実 

⚫ 生活困窮者支援 等 

介護・福祉サービス 

⚫ 地区連携医 

⚫ 認知症高齢者等口腔ケア健診 

⚫ ＩＣＴによる医療介護の連携 

⚫ 医療・介護連携推進協議会 等 

医療 

⚫ 介護予防・日常生活支援総合事業 

（住民参加型サービス等） 

⚫ 生活に困窮する子どもの支援 

⚫ 避難行動要支援者支援 

⚫ 社会福祉協議会によるサロン活動・ 

ふれあいサービス 

⚫ あんしん見守り事業 

⚫ 民間事業者等による配食・ 

移動サービス 等 

生活支援 

あんしん

すこやか

センター 

社会福祉

協議会 

児童館 

地域資源開発 

相談支援 

世田谷区版地域包括ケアシステム（平成２８年(2016)～）
資料１ー１



世田谷版地域包括ケアシステム（令和６年度(2024)～）
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世田谷版地域包括ケアシステムの主な特徴
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平成２８年度(2016)～ 令和６年度(2024)～

対象者
高齢者のみならず、属性・世代・内容に関わらない
困りごとを抱えたすべての区民を対象としている

要素
「医療」「福祉サービス」「住ま
い」「予防・健康づくり」「日常
の生活支援」の５つの要素

これまでの５要素に、「社会参加」
「就労」「教育」「防犯・防災」４
つの新たな要素を加えた９つの要素

取組み
「地域包括ケアの地区展開」

（福祉の相談窓口、参加と協働による地域づくり）
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世田谷版
地域包括ケアシステムの歩み
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世田谷版地域包括ケアシステムの沿革
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年 施策 内容

平成3年(1991) 区独自の地域行政制度発足 本庁、総合支所、出張所の三層構造の体制整備

平成22年(2010) 出張所・まちづくりセン
ター・あんしんすこやかセン
ターの一体整備計画

幅広い相談対応、迅速なサービス対応、身近なまち
づくり活動の充実

平成26年(2014) 世田谷区地域保健医療福祉総
合計画（平成２６年度～平成
３５年度(2014～2023）)

地域包括ケアシステムの構築、推進（地区における
総合相談の整備、地域ケア会議の充実、包括的・継
続的ケアマネジメント支援、地区におけるネット
ワークの構築、社会資源開発、５つの要素）

平成26年(2014) 地域包括ケアの地区展開
１地区モデル実施

砧地区にてモデル事業実施
「福祉の相談窓口」「三者連携会議」開始

平成27年(2015) 地域包括ケアの地区展開
５地区モデル実施

砧地区、池尻地区、松沢地区、用賀地区、上北沢地
区

平成28年(2016) 地域包括ケアの地区展開 全地区展開（令和元年に新設二子玉川地区も実施）

平成28年(2016) マニュアルの改訂（まちづく
りセンター）

地区アセスメントの共通化

資料１ー１



世田谷版地域包括ケアシステムの沿革
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年 施策 内容

令和２年(2020) 世田谷区子ども計画（第2
期）後期計画（令和2年度～
令和6年度(2024～2031)）

まちセン・あんすこ・社協と児童館が連携して地域
包括ケアの地区展開を実施

令和４年(2022) 世田谷区地域行政推進条例の
制定

福祉の相談窓口、参加と協働のよる地域づくり、児
童館含めた四者連携について明記。（第９条）

令和４年(2022) まちセン・あんすこ・社協一
体整備

全地区の一体整備完了

令和４年(2022) 児童館を加えた四者連携 地域包括ケアの地区展開に児童館が加わる

令和６年(2024) 世田谷区地域保健医療福祉総
合計画（令和６年度～令和１
３年度(2024～2031)）

要素を９つに拡充、重層的支援体制整備事業。

資料１ー１



世田谷区地域行政推進条例の中の世田谷版地域包括ケアシステム
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世田谷区地域行政推進条例の制定（令和４年(2022)１０月）
区が、区政の課題の解決を図る体制を強化し、地区及び地域の実態に即した総合的な行政
サービス及びまちづくりを推進し、もって安全・安心で暮らしやすい地域社会を実現する

（地域包括ケアの地区展開に係る機能の充実）
第９条
まちづくりセンター等は、地域包括ケアの地区展開のため、総合支所、本庁等との連携の
もと、情報通信技術を活用し、相談、手続等の福祉の相談窓口における機能の充実を図る
ものとする。
第９条２
まちづくりセンター等及び児童館は、地域包括ケアの地区展開のため、地区における福祉
に係る課題の解決のために必要な人材、場所、情報、技術等の社会資源の開発及び区民と
の協働による福祉に係るまちづくりの促進を図るものとする。

福祉領域と区民生活領域の連携が図られた。

資料１ー１
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地域包括ケアの地区展開

資料１ー１



地域包括ケアの地区展開のイメージ
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町会・自治会をはじめとする 

地域活動団体、NPO、事業者、区民等 

地区連携医事業等に 

よる支援 

医療職・介護職のネットワー

クづくりや在宅医療の普及啓

発、あんしんすこやかセンタ

ーの医療面のスキルアップ。 

⚫まちづくりセンター、あんしん

すこやかセンター、社会福祉協

議会、児童館の四者連携の調整 

⚫身近な相談支援機能の充実 

⚫区民や地域活動団体等との調整 

⚫支所や本所との調整 等 

まちづくりセンター 

連携 
⚫相談支援の充実 

⚫地域の人材、社会資源の開発 

⚫地区アセスメントの作成等による 

地区の課題把握に向けた取組み 等 

⚫地区における課題やニーズの把

握及び分析 

⚫生活支援コーディネーターの配

置及び協議体の運営 

⚫地域人材の発掘や育成、社会資

源の創出 

⚫地域活動や人材のコーディネート 

⚫地区高齢者見守りネットワーク 等 

社会福祉協議会 

地域資源開発事業 

⚫高齢者に加え、障害者や子育て

家庭等に相談対象を拡大 

⚫包括的･継続的なケアマネジメント 

⚫在宅療養相談支援の充実 

⚫地域ケア会議の実施 

⚫地区ネットワークの構築 

⚫戸別訪問等による高齢者の実態

把握 等 

あんしんすこやか 

センター 

相談支援の強化 

⚫ 住民主体型サービスの普及啓発の推進 

⚫ 協議体（全区・地区）の運営 

⚫ 区民等へのＰＲ 

⚫ 地区の課題解決に向けた取組み支援 

⚫ 職員研修の実施 

社会福祉協議会 

日常生活支援事業の実施 

NPO法人等と連携し、生活支援

サービス等の創出、地域人材

発掘。 

総合支所 

地域包括ケアの地区展開 

地域包括ケアシステムの推進にあたり、

まちづくりセンター、あんしんすこやか

センター（地域包括支援センター）、社会

福祉協議会、児童館の四者が連携し、身

近な地区における福祉の相談支援の強化

や地域の人材、社会資源の開発等に取り

組む。 

- 平成 26年 10月 1地区 

- 平成 27年 7月 5地区 

- 平成 28年 7月 27地区(全区) 

- 令和元年 7月 28地区(全区) 

- 令和４年 1月 全地区一体整備完了 

- 令和４年 5月 児童館を加えた四者

連携開始 

支援を必要とする区民 
高齢者、障害者、若者、子育て家庭など 

四者がそれぞれ持つ地域づくりのノウハウや

地域資源等を共有し、連携することによる地

域づくりの力の向上 

⚫子育て家庭への支援 

⚫遊びを通じた子どもの育成 

⚫地域の子育て環境づくり 等 

児童館 

支援 

相談 支援 

バックアップ 

バ
 
ク
ア
 
プ

 
バ
 
ク
ア
 
プ

 

四者連携による地域包括

ケアの地区展開 

⚫四者連携による課題等への対応 

⚫児童館との連携による社会資源開発 

⚫児童館との連携による相談・見守

りの強化 

資料１ー１



福祉の相談窓口 相談件数（件）
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※コロナワクチン接種の
予約対応による増
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福祉の相談窓口 認知度（％）
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「区民意識調査」より

52.3%
51.6%

55.1%

45.0%

53.0% 55.9%

53.0%
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令和３年度
(2021)

令和４年度
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令和５年度
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令和６年度
(2024)

男性10～20歳代 女性10～20歳代 男性60歳代 女性60歳代 全体
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砧まちづくりセンター
（モデル事業実施）

◼ 砧まちづくりセンターの外観 事務室の風景

あんしんすこやかセンター 社会福祉協議会 砧まちづくりセンター

地域包括ケアの地区展開（一体整備）
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参加と協働による地域づくり 活動紹介
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地区の課題を地区で解決！
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各地区の取組みを全体共有する場

地域包括ケアの地区展開報告会
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ご清聴ありがとうございました。
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